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産業廃棄物の不適正処理是正事案について

１ 令和５年度 産業廃棄物不適正処理事案是正件数

内 訳
件数計 不法投棄 野外焼却 その他

１５件 9件 4件 ２件

２ 産業廃棄物の不適正処理是正事案の概要

場 不適正処理の事案の概要及び事案の概要及び改善状況
所 内容 改善状況
① つるぎ町 不法投棄 （概要）

令和５年５月上旬、環境監視員のパトロール中、鶏糞等が不
法投棄されていることを確認
（指導・改善状況）
行為者に対して、適切に処理するよう指導
★投棄物が全て撤去されてたことを確認

② 上板町 不法投棄 （概要）
令和５年５月中旬、パトロール中、河川敷において、テレビ
及び電子レンジ等の不法投棄を確認
（指導・改善状況）
行為者の特定に至らなかったため、関係機関に情報共有
★不法投棄物が撤去され、適正に処理されたことを確認

③ 徳島市 野外焼却 （概要）
令和５年６月下旬、通報を受けて現場確認を行ったところ、
基準を満たしていない焼却炉が使用されていることを確認
（指導・改善状況）
関係者に対して、基準を満たすよう修理を行うこと及び修理
が完了するまで使用しないよう指導
★後日確認したところ、修理が完了し、基準を満たしている焼
却炉が設置されていることを確認

④ 美波町 野外焼却 （概要）
令和５年７月上旬、通報を受けて現場確認を行ったところ、
廃プラスチック類の野外焼却を確認
（指導・改善状況）
行為者に対して、野外焼却は禁止されており、二度としない
よう指導
★以後、野外焼却は行われていないことを確認

⑤ 東みよし町 不法投棄 （概要）
令和５年８月中旬、環境監視員のパトロール中に、がれき類
が混在している土砂を確認
（指導・改善状況）
関係者に対して、混在しているがれき類等の廃棄物は適切に
処理するよう指導
★混在していた廃棄物が処理されたことを確認
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⑥ 三好市 不法投棄 （概要）
令和５年９月上旬、環境監視員のパトロール中に、瓦類等の
廃棄物が土砂と一緒に堆積されている状況を確認
（指導・改善状況）
土地管理者に対して、廃棄物は適切に処理するよう指導
★一緒に堆積していた廃棄物が処理されたことを確認

⑦ 美馬市 不法投棄 （概要）
令和５年９月下旬、環境監視員のパトロール中に、敷地にお
いて燃え殻が投棄されていることを確認
（指導・改善状況）
関係者に対して、燃え殻等の廃棄物は適正に処分するよう指
導
★廃棄物は撤去され，生活環境保全上の支障が除去されたこと
を確認

⑧ 吉野川市 不適正保管 （概要）
令和５年９月下旬、通報を受けて現場確認を行ったところ、
廃棄物が野積みで乱雑に放置されている状況を確認
（指導・改善状況）
関係者に対して、廃棄物は適正に処分すること及び廃棄物保
管基準を遵守することを指導
★廃棄物は撤去され，生活環境保全上の支障が除去されたこと
を確認

⑨ 鳴門市 野外焼却 （概要）
令和５年１０月上旬、通報を受けて現場を確認を行ったとこ
ろ、簡易焼却炉を用いた雑草等の野焼きを確認
（指導・改善状況）
行為者が野外焼却を認めたため、野焼きを行わないこと及び
雑草等は市町村に依頼し適切に処理するよう指導。また鳴門市
へ情報共有
★消火及び以後野外焼却していないことを確認

⑩ 徳島市 不法投棄 （概要）
令和５年１０月上旬、通報を受けて現場を確認を行ったとこ
ろ、木くずが混入した土砂を確認
（指導・改善状況）
事業者が廃棄物の混入を認めたため、適切に処理するよう指
導
★木くずは適切に処理されていることを確認

⑪ 三好市 不適正保管 （概要）
令和５年１０月上旬、通報を受けて現場を確認を行ったとこ
ろ、解体現場において、解体物の不適正保管を確認
（指導・改善状況）
元請け業者に対して、撤去及び適切に処理するよう指導
★後日撤去されたことを確認
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⑫ 徳島市 野外焼却 （概要）
令和５年１１月中旬、焼却炉から黒煙が出ている旨通報があ
り、現場確認を行ったところ、使用していた焼却炉は基準を満
たしていないことを確認
（指導・改善状況）
基準を満たすよう修理を行うこと及び修理が完了するまで使
用しないことを指導
★修理が行われ、基準を満たす焼却炉が設置されていることを
確認

⑬ 神山町 不法投棄 （概要）
令和６年２月下旬、環境監視員のパトロール中に、家庭ゴミ
やテレビ等の不法投棄を確認
（指導・改善状況）
行為者の特定には至らなかったため、関係機関に情報共有
★投棄物は関係部局によって撤去されたことを確認

⑭ 三好市 不法投棄 （概要）
令和５年１月中旬、通報があり現場確認を行ったところ、塗
料缶や自動車用品等の不法投棄を確認
（指導・改善状況）
行為者の特定には至らなかったため、関係部局に情報共有
★投棄物は管理者によって撤去されたことを確認

⑮ 阿南市 不法投棄 （概要）
令和５年１月下旬、通報があり現場確認を行ったところ、が
れき類や菌床等の不法投棄及び野外焼却跡を確認
（指導・改善状況）
行為者に対して、廃棄物の撤去及び処理、野外焼却の禁止を
指導
★投棄物は管理者によって撤去されたことを確認


